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 「東御市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（素案）」新旧対照表 

修正後（新） 修正前（旧） 

第１編 計画の基本的な方向 総論 

第１編 計画の基本的な方向 

第１章 計画策定にあたって 

第２節 計画策定の根拠・位置づけ 

 

第１編 計画の基本的な方向 

第１章 計画策定にあたって 

第２節 計画策定の根拠・位置づけ 

資料２ 
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修正後（新） 修正前（旧） 

１ 高齢者人口と高齢化率 

２ 年齢区分別の高齢者人口 

１ 高齢者人口と高齢化率 

２ 年齢区分別の高齢者人口 

 

 

 

 

（人） （％） （人） （％） 
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修正後（新） 修正前（旧） 

 

 

第２節 要介護・要支援認定者 

１ 認定者数と認定率 

 

 

 

 

 

第２節 要介護・要支援認定者 

１ 認定者数と認定率 
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修正後（新） 修正前（旧） 

第３節 介護保険サービスの利用状況 

１ サービス受給者の状況 

認定者数の増加が続いている平成 30 年度以降、在宅サービスと施設系サ

ービスの受給者数は増加傾向にあります。居住系サービスの受給者数につい

ては、令和３年度まで増加しているものの、令和４年度以降はわずかに減少

しています。 

（中略） 

在宅・居住系サービスの利用者割合を見ると、本市は要介護３から要介護

５の重度者で比較的低い水準、施設サービス利用者割合を見ると、本市は要

介護３から要介護５の重度者で比較的高い水準となっており、介護度が重度

化すると施設サービスに依存する傾向にあることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

第３節 介護保険サービスの利用状況 

１ サービス受給者の状況 

認定者数が減少傾向になった平成 27 年度以降、在宅サービスの受給者数は

減少する一方で、居住系サービスと施設系サービスの受給者は増加傾向にあり

ます。 

 

（中略） 

在宅・居住系サービスの利用者割合を見ると、本市は要介護３から要介護５の

重度者で比較的低い水準となっており、介護度が重度化すると施設サービスに

依存する傾向にあることが推察されます。 

 

 

 

(追加) 
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修正後（新） 修正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ サービスに係る給付費の状況 

 総給付費については、平成 30 年度以降は増加し続けております。 

 

 

 

  

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ サービスに係る給付費の状況 

総給付費については、平成 30 年度以降は増加し続けており、とりわけ令和

２年度の増加は激しくなっています。 
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修正後（新） 修正前（旧） 

第５節 高齢者の健康状況 

２ 身体活動・栄養の状況 

（１）身体活動の状況 

 

（２）適正体重・栄養の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 高齢者の健康状況 

２ 身体活動・栄養の状況 

（１）身体活動の状況 

 

（２）適正体重・栄養の状況 
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修正後（新） 修正前（旧） 

第４章 SDGｓ（持続可能な開発目標）の推進 

第１節  SDGｓ（持続可能な開発目標）の達成を意識した取組 

 

第４章 SDGｓ（持続可能な開発目標）の推進 

第１節  SDGｓ（持続可能な開発目標）の達成を意識した取組 
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修正後（新） 修正前（旧） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

修正後（新） 修正前（旧） 
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修正後（新） 修正前（旧） 

第２編 施策の展開 

第１章 介護予防・高齢者の社会参加の推進 

第２節 フレイル予防の取組の推進 

 

参考情報--------------------------------------------------------- 

KDB システムとは？ 

国保データベースシステムを意味し、国保連合会が保有する健診・医療・介

護の各種データを利活用して、統計情報や個人の健康に関するデータが蓄積

されています。 

 

 

第３節 介護予防・健康づくりの推進 

４ 計画期間の目標 

 

第２編 施策の展開 

第１章 介護予防・高齢者の社会参加の推進 

第２節 フレイル予防の取組の推進 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

第３節 介護予防・健康づくりの推進 

４ 計画期間の目標 
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修正後（新） 修正前（旧） 

 

第２章 地域包括ケアシステムの深化・推進 

第２節 認知症施策の推進 

２ 方針 

認知症の有無にかかわらず、支え合いながら共に生きる社会を目指しま

す。そのためには、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと

ができるよう、認知症の人やその家族を支える人（サポーター等）の育成を

推進します。 

 

第２章 地域包括ケアシステムの深化・推進 

第２節 認知症施策の推進 

２ 方針 

 認知症があってもなくても、支え合いながら共に生きる社会を目指します。

そのためには、認知症になっても希望をもって安心した生活が出来るよう、認

知症の人やその家族を支える人（サポーター等）の育成を推進します。 


